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（１）地域公共交通計画とは 

地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにし、

それを実現するための取り組みを示す「マスタープラン」としての役割を果たすものです。計

画作成のためには、国が定める「地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本方針」を

踏まえつつ、地方公共団体が地域の移動に関する関係者を集めて協議会等を開催し、交通事業

者や地域の関係者等との協議を重ね、意識共有そして合意形成を図ることが大切です。 

地域公共交通計画においては、従来のバスや鉄道、タクシーといった既存の公共交通サービ

スを活用あるいは見直した上で、必要に応じて自家用有償旅客運送やスクールバス、福祉輸

送、病院・商業施設・宿泊施設・企業などの既存の民間事業者による送迎サービス、物流サー

ビス等の地域の多様な輸送資源についても活用する取り組みを盛り込むことで、持続可能な地

域公共交通の提供を確保することが可能となります。 

その際、IC カード・二次元コード等のキャッシュレス決済の導入促進、MaaS、ライドシェ

アやオンデマンド交通における AIの活用、そして自動運転などの様々な技術によって生産性

を向上しつつ、地域の高齢者、子育て世代や外国人旅行者も含めた幅広い利用者にとって使い

やすいサービスの提供が求められます。 

 

（２）自治体が地域公共交通に取り組む必要性 

地域公共交通の利用者は、モータリゼーションの進展や人口減少によって減少傾向にあり、

民間交通事業者の営利事業として地域公共交通を維持していくことは難しくなっています。 

このため、住民の移動手段の確保について地方自治体の果たす役割が大きくなってきていま

す。交通政策基本法では、第９条に地方公共団体の責務として「交通に関し、国との適切な役

割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する」と定めています。 

また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（地域交通法）第４条において「都道府

県は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域旅客運送サービスの持続可能な提

供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、各市町村の区域を超えた広

域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うとともに、市町村と密接な連携を図りつつ主

体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生

に取り組むよう努めなければならない。（第２項）」、「市町村は、公共交通事業者等その他の関

係者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供

の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。（第３

項）」とされています。 

地域公共交通計画は、地域の社会・経済の基盤となるものです。そのため、地域交通法第５

５条では、全ての地方公共団体において、計画の作成や実施を「努力義務」と定めています。 



（３）地域交通法の変遷と近年の制度改正を踏まえた対応の方向性 

地域公共交通を巡る制度は、交通事業者によるサービス維持を前提とした段階から、自治体

が主導し、福祉・教育・商業・観光等との連携や多様な輸送資源の活用を通じて、地域全体の

移動を再構築する段階へと進化してきました。直近の改正法案では、「交通空白」への対応、

送迎サービス提供者の位置付け、連携促進団体、モビリティデータの利活用が強化されてお

り、本市の課題や施策・事業の具体化に直結する制度環境となっています。 
 

 

政府は、令和８（2026）年 3月 10 日に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一

部を改正する法律案」を閣議決定しました。この法案は、急速な人口減少や運転手不足に伴う

公共交通の供給制約と、高齢者の運転免許返納等による需要拡大を背景に、全国で約 2500 箇

所生じている「交通空白」の解消を目指しています。主な改正内容には、地方公共団体が主導

する形で運送主体を選定し、バス、タクシー、公共ライドシェアなど地域の課題に適した運送

形態を確保する「自動車地域旅客運送サービス再構築事業」の創設が含まれています。また、

医療・福祉・商業施設等の送迎サービス提供者に対し、当該事業への協力に関して努力義務を

課すことも決定されました。 

さらに、地域の関係者相互間の連絡調整や連携の促進を担う企業・団体が「連携促進団体」

として制度上明確化され、法定協議会の構成員となるとともに、地域公共交通計画の作成等に

関する提案権を持つこととされています。加えて、地方公共団体が主導して実施計画を作成す

る地域公共交通特定事業では、交通事業者等に対し、モビリティデータ等の情報提供に係る協

力要請への応諾義務が措置されました。これらは、本市においても、交通空白への対応、福

祉・医療・商業・観光との連携、担い手不足を前提とした運行の共同化・効率化、データに基

づく利用実態把握と施策立案を進める上で、制度的後ろ盾になるものです。  



 

（１）前計画「こまつ地域交通プラン」の理念や取り組み 

前計画である「こまつ地域交通プラン（令和３年４月策定）」では、基本理念を「北陸新幹線

小松駅開業を機に、 みんなで支え合う地域交通（もっと便利に）の実現」と位置づけ、空港や

鉄道、路線バス・コミュニティバス等への対策等を進めてきました。なかでもコミュニティバス

（市内循環線北コース、南コース）の路線見直し等による利便性向上や運行効率に課題のある路

線の廃止等による効率化等、市民サービス等の向上に向けた取り組みを進めているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本市における公共交通政策の取組み 

こまつ地域交通プランの計画期間（令和３年度から令和７年度）の中で取り組んできた事業等

については下表のとおりです。特に、自動運転やライドシェアについては全国でも先進的に取り

組んできました。本計画では、そうした取り組みの検証や市民等のニーズ把握（市民アンケート

や市民ワークショップ等）、及びデータ等を活用した現状診断を行い、市民の暮らしの質を高め

ることができる公共交通の実現に向けた施策や事業等を位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）前計画の施策・事業の評価 

前計画で位置付けた各施策・事業に関する評価は以下のとおりです。特に、社会情勢の影響で

未実施だった事業や検討途中の事業等については、本計画の中での位置づけ等を整理していく必

要があります。 

 



 

（１）生活の質やウェルビーイングの向上に向けた政策推進 

人口減少と高齢化が進行する社会においては、従来の「経済成長」や「利便性の最大化」を中

心とした考え方から、人々の生活の質や幸福感を重視する社会への転換が進んでいます。近年、

国・地域の豊かさを表す指標として GDP（国内総生産）などの数値のほか、主観的な豊かさを示

すウェルビーイングの概念が重視されるようになっています。内閣府が公表するウェルビーイン

グに関する調査報告等では、所得や消費といった客観的指標のみならず、健康・つながり・安心

感・自己実現といった主観的な満足度を含めて社会の豊かさを捉える必要性が示されています。

これは、人口減少社会において「量的拡大」ではなく、「一人ひとりが自分らしく暮らし続けら

れるか」が重要な政策目標となっていると捉えることができます。 

厚生労働省における地域共生社会の実現に向けた考え方の中で、地域社会の持続的発展を実現

するための基盤として交通分野が位置付けられています。 

 

（２）公共交通と福祉輸送のシームレス化 

本市は自家用車の保有率が高い地域ではありますが、自家用車等の運転ができない若年層や免

許返納等を行った高齢者、障がい者などの自身での移動が困難な方にとっても、お出かけしやす

い環境づくりを進めていくことが重要です。 

高齢者や障がい者の移動手段等の確保については、公共交通政策と福祉政策が密に連携し、実

効的な施策を推進します。また、フレイル（加齢に伴い心身が衰えている状態）予防のために、

外出する機会づくりを進めることが大切です。従来の公共交通政策では、健康な人からプレフレ

イル層（介助などがあれば公共交通を利用可）までを主な対象としていましたが、本市では福祉

有償運送や介護保険サービスの利用対象となるフレイル層・介護層も含めて、公共交通政策の中

で対策等を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：広瀬陽介ほか「地域コミュニティによるシニアカーのシェアリングに関する実証的検討」（2022）の図を一部活用 



 

（１）本市の人口推移 

小松市の人口推移は、近年減少傾向にあり、今後も引き続き減少傾向が続くと予測されてい

ます。前計画を策定した令和２（2020）年度時点の 106,216 人（令和２年度国勢調査実績値）

から本計画策定時点である令和７（2025）年度の 103,677 人（令和２年度国勢調査を基にした

推計値）では約 2,500 人減少、この先 10 年ほどで 10万人を切ると予測されています。65 歳以

上の高齢化率についても増加の一途とたどっている状況です。働く世代が減少し、高齢者が増

加する社会情勢の中で、公共交通をはじめとした社会サービスのあり方の大きな転換は必要不

可欠な状況といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人口減少が顕著なエリア 

2030 年推計人口において、2020 年比で人口減少が顕著なエリアは、主に安宅エリア、西軽海

団地以東エリア、やわたメディカルセンター以南エリア、粟津温泉以南エリアが挙げられます。

人口減少に伴い、公共交通利用のニーズも減少していくことが想定されるため、公共交通の再

編など対策を進める必要があります。 

 

  

出典：こまつ人口レポート（小松市、2025 年 1 月） 



 

（１）目指す将来像 

本市における地域公共交通の目指す将来像として、概ね 15 年後の実現すべき姿を以下のとお

り設定します。また、概ね 15年後の将来像が実現した場合の市民生活等の暮らしのシーンをイ

メージしながら、施策や事業等を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）本市の地域公共交通における基本方針 

目指す将来像の実現に向け、下記のとおり基本方針を位置付けます。 

 市民の日常の通勤・通学を支える鉄道や幹線バスを中核に据え、駅や商業施設、病院など

人の集まる拠点をつなぐ 

 幹線駅及び空港とのアクセスなど広域的な移動も視野に入れ、都市の骨格となる公共交

通軸を確保 

 鉄道や路線バスにつなぐ、地域の特性に対応した快適できめ細かな移動手段を確保 

 高齢者、障がい者など様々な状況で移動に制約のある方が安心して利用できる交通環境

を整備 

 観光地を訪れる観光客やビジネスで訪れる来訪者が、ストレスなく移動できる二次交通

を確保 

 限られた人材や財源の中で持続可能な運行体制を確保 

 新しい技術とデジタル技術等を通じて、効率性と利便性を両立させた交通体系を構築 

（３）本市の地域公共交通アップデートに向けた考え方 

人口減少等の社会情勢の変化、ウェルビーイングの考え方を取り入れた政策推進を踏まえ、

本市におけるまちづくりのビジョンを地域公共交通分野から実現するために、地域公共交通計

画を策定します。また、本計画は、膝をつき合わせた議論を踏まえ目標志向型の計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１）本計画の位置づけ 

本計画は、本市の最上位計画である「小松市都市デザイン」及び「小松市 2040 ビジョン」や

「小松市都市計画マスタープラン」との整合を図るとともに、「小松市立地適正化計画」と連携

し、コンパクトで持続可能なまちづくりに向けた地域公共交通ネットワークの構築を目指すもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
 



（２）計画の区域 

本計画の区域は、小松市全域を対象とします。

（３）計画の期間 

本計画の期間は、５年間（令和８（2026）年度～令和 12（2030）年度）としますが、本市の上

位計画である小松市都市デザインや小松市 2040ビジョンが目指す概ね 15年後の令和 22（2040）

年度に向けた将来像を位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画推進のタイムスケール 

本計画の期間は、（３）のとおり５年間（令和８（2026）年度～令和 12（2030）年度）ですが、

本市の地域公共交通としての目指す将来像は、小松市2040ビジョン等を踏まえ概ね15年後（2040

年頃）を想定しています。ただし、その間も人口は減少し、社会情勢等も大きく変化していくこ

とが見込まれます。そのため、こまめに計画を更新し、必要に応じて将来像等も柔軟に見直しな

がら、計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  











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（１）計画策定のプロセス 

本計画の策定にあたり、ワークショップ（計３回）、専門部会（計４回）、活性化協議会（計５

回）を実施しました。市民をはじめ関係団体、交通事業者等からいただいた意見を本計画に盛り

込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
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 

 

 

 

   

 

 

 



（２）計画策定に向け実施した調査等 

本市の公共交通の実態及びニーズ等を把握するために、アンケート調査（市民向け、高校生向

け、らく賃パスポート登録者向け、松東地区乗合タクシー登録者向け）及び交通事業者や市内関

係団体等へのヒアリングを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（３）各種調査からみえる主なポイント 

各種アンケート調査や関係団体ヒアリングにおける主なポイントは以下のとおりです。 

公共交通等の利用実態やニーズ等を踏まえ、施策や事業に反映します。 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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（１）市内公共交通の運行等の状況 

① 空路（小松空港） 

小松空港には、国内線４路線、国際線４路線が運航しています。 

令和 8年 3 月時点 

② 鉄道（IR いしかわ鉄道） 

鉄道駅が３駅（小松駅・明峰駅・粟津駅）あり、１日上下線で 71 本運行しています。 

令和 8年 3 月時点 

③ バス（路線バス・コミュニティバス・高速バス・観光周遊バス） 

路線バス 13 路線、コミュニティバス３路線（市内循環線南コース・北コース、木場潟線）、

乗合タクシー２路線が運行しています。高速バスは、大阪・京都方面に１日往復６便、名古

屋方面に１日往復 20 便運行しています。加賀市と小松市を周遊する CANBUS は、小松空港、

小松市内の観光施設を山まわり線、小松空港線でそれぞれ１日５便運行しています。 

令和 8年 3 月時点 



④ タクシー 

小松市内を運行エリアにしているタクシー事業者は６事業者で、車両数は計 123 台運行

しています。タクシーの乗り場・待機場所は市内に４箇所あります。 

車両数は、令和 8 年 2月 28 日時点 

運行回数、輸送人員は、令和６年度実績 

令和 8年 3 月時点 

⑤ ライドシェア 

ライドシェアは、小松市全域及び能美市・加賀市を夕方から夜間時間帯に公共ライドシェ

アが運行し、小松市の南部エリアを平日朝から夕方時間帯に南部乗合ライドシェアを実証

実験で運行しています。 

令和 8年 3 月時点 

⑥ シェアサイクル 

こまつシェアサイクルは、令和５年３月よりサービスをスタートし、現在市内に 30箇所

のポートを設置しており、電動アシスト自転車 75台で運用しています。 

 

 
 

 

令和 8年 2 月時点 

⑦ 福祉有償運送 

福祉有償運送の利用会員数は 151 名、車両数は 13台、運転者数は 14名となっています。 

令和 7年 12 月時点 



（２）本市の公共交通等の問題点 

小松市の公共交通の問題点について以下のバス、交通空白、担い手・財源、デジタル技術の

４つの視点から整理します。市内には路線バスやコミュニティバス、乗合タクシー、公共ライ

ドシェア等、多様な公共交通が運行していますが、路線の重複や利用者の行動に寄り添った運

行ダイヤ等になっていない等、利便性の高い運行にはなっていない状況もみられます。 

 

 

登下校時に公共交通を利用しない理由 

 
 

アンケートからの主な意見 

 小松駅から小松明峰高

校までのバスがほしい 

 小松駅のバスから小松

大谷高校の近くまで行

って欲しい 

 入学したてのとき乗れ

るはずのバスに人が多

すぎて乗れず、遅刻し

て悲しい思いをしまし

た 

 バスの本数が少なく、

学校が早く終わっても

帰れない   等 
※高校生アンケートより 

 登下校時に公共交通を利用できない人が一定数存在 

 公共交通でのアクセスが不便な高校がある（小松高校、小松北高校、小松明峰高校 等） 

 満員で乗りたいバスに乗れないことがある（小松駅からハニベ線・麦口線に乗車する場合 等） 

 

路線バスに不満を感じる理由 

 

アンケートからの主な意見 

 病院に行きたくても、

コロナで病院のバスが

なくなり、タクシーで

行っている（70～74

歳）   等 

※市民アンケートより 

 

 利用したい時間帯に運行していない、運行本数が少ないという回答が多い 

 特に、病院の帰りの時間帯にバスがないことや昼間の時間帯にバスの運行本数が少ない

ために、公共交通を利用することが選択肢になっていない可能性がある 



平日ダイヤ：例．国府線 

 

土日祝ダイヤ：例．国府線 

 
平日ダイヤ：例．粟津線 

 

土日祝ダイヤ：例．粟津線 

 
 

アンケートからの主な意見 

 駅前からの帰る手段がタクシーか代行しかないので気軽に飲みに行けないので、夜にバ

スを利用できるようにしてほしい 

 軽海～小松の最終バスの時刻をもう少し遅くしてほしい 

 高校生の部活動終了時刻より早いので途中で帰ることになっている 

 度々夜帰れなくなって困っているので、20時や 21 時のバスを作ってほしい  等 
※市民・高校生アンケートより 

 平日におけるもっとも遅い便は、空港線を除き、国府線国府台バス停発（19:41 発）国

府小学校前着（19:45 着） 

 19 時台以降は、自家用車等以外ではタクシーや公共ライドシェア（木・金・土曜日）に

よる移動となる 

 粟津線等においても那谷寺から小松駅に向かう路線でも 15時台で終了する路線も存在 

 粟津温泉の旅館までの送迎は旅館独自で行っているものの、夜間の移動には制限が出て

いる可能性がある 

 飲み会帰りや部活帰りなどの遅い時間の便を利用したいニーズも一定存在 

 

 

 

 

  



小松駅での麦口線と IR いしかわ鉄道の接続例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※IR いしかわ鉄道 HP、北陸鉄道 HP より引用 

市民からの主な意見 

 金沢から電車での

帰り、バス時間と

合致せず、タクシ

ー利用の方法の

み。（串校下・70

～74 歳） 

 バスと電車の時間

が連動していると

使いやすくて、有

難い。（月津校

下・30 代） 

※市民アンケートより 

 例えば、麦口線と IR いしかわ鉄道の乗換時間をみると、麦口線で小松駅に 11:04 に到

着した場合、大聖寺・福井方面の IR いしかわ鉄道の 12:03 発の便まで待つ必要がある 

 11:04、13:04 小松駅着の麦口線で金沢方面に向かう場合も 40 分程度は駅で待つ必要が

ある 

 

小松工業団地及び路線バス網 

 

 小松市内には、小松工業団地、正蓮寺産業団地、串工業団地、矢田野工業団地、東部産

業振興団地（国府台）等の企業が集積する産業団地がある 

 特に、多くの企業が集積している小松工業団地は小松インターに近いとは言え、公共交

通でのアクセスは難しく、自家用車等でしかアクセスがすることができない 

小松工業団地 

佐美線 

月津線 

粟津線 



ショッピングセンターバス停と平面バス停 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民からの主な意見 

 市立高校と安宅町までのバスなどの
噛み合わせが悪く、何時間も待った
ことがある。 

※高校生アンケートより 

 例えば、コミュニティバス市内循環線（北コース）のショッピングセンターバス停と能
美市辰口方面に伸びる広域路線の佐野線の平面バス停について、距離が離れており、実
質的に乗り換えすることは難しい状況となっている（概ね徒歩 10 分程度） 

 その他、松東地区乗合タクシーから市街地方面に向かう場合には、「ほのぼの松東バス
停」、「江指バス停」での乗換が必要となるが、バス停に屋根やベンチがない等、乗換環
境に課題がある 

 

小松駅２番乗り場のバス停表示等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市中心部におけるバス路線図 

 

 市街地部で路線が重複して運行している区間があり、時刻表及び行き先等が複雑になっ
ている（特に、市民病院には７路線が乗り入れしている） 

 路線や系統により、運行するルートが若干異なり、発車バス停がわかりにくい 
 運行時刻がバラバラであるため（決まった時刻に運行するダイヤになっていない）、利

用者にとって分かりにくいダイヤとなっている 

 

 長崎町周辺では道路幅が狭く路線バス（安宅線）運行時は混雑が発生 

 市役所周辺等、市中心部において、バス車両が入ることができない地域がある 

 明峰駅周辺は道路幅員や道路状況から、バス車両が入ることができない 

ショッピングセンターバス停 

（イオン小松店） 

平面バス停 

コミュニティバス 

市内循環線(北コース) 

佐野線 

ほのぼの松東バス停 

江指バス停 

特に多くの 
路線が重複 
している区域 



 

バス停 300ｍ圏分布と 75 歳以上の居住の多い地域（交通空白地の高齢者居住の多いメッシュのみ表示） 

普段家族による送迎で通学している高校生の居住地（円が大きいほど、送迎での通学人数が多い） 

 

 市街地の周縁部（城北町、安宅町、矢田野町、西軽海町等）で 75 歳以上の後期高齢者
の居住の多いエリアにおいても交通空白地がある 

 市街地中心部（丸の内町、今江町等）にも 75 歳以上の居住の多い空白地がある 
 符津周辺の国道 305号（旧国道８号）周辺には、近年クリニックやスーパー等が立地し

ているものの公共交通でアクセスすることができない 
 能美市や加賀市から小松市内の高校に通う生徒のほか、小松市内でも今江や向本折、苗

代に居住する生徒について、親の送迎に頼らざるを得ない生徒もいる 

安宅町周辺 

城北町周辺 

今江周辺 
（旧国道沿道） 

月津町・ 
矢田野町周辺 

西軽海町周辺 

丸の内町周辺 

能美市（小舞子、寺井、辰口等） 

安宅町 

今江、向本折、苗代等 

加賀市（山中、松が丘、白山台等） 

福乃宮町周辺 



路線バスに不満を感じる理由 

 

市民からの主な意見 

 中心部から離れた町内は本数も

少なく行き先も限られており、

乗り換えが多くなると大変にな

る。（能美校下・40代） 

※市民アンケートより 

 

平日上り 13 時台の運行状況（青丸箇所は、13 時台にバスが通過するバス停） 

 

やわたメディカルセンター 

小松駅 

粟津駅 



平日下り６時台の運行状況 

 

 市民からは、運行本数及び利用したい時間帯に運行していないことへの不満が高かった 

 やわたメディカルセンターでの診療後に市街地方面に帰る場合に、コミュニティバス市内循

環線（南コース）11:44 発、木場潟線 12:20 発の小松駅行きのバスを逃すと、15:39 発までバ

スがなく利用しにくい 

 高校生における部活動等による移動を勘案する場合、６時台や 19 時以降の便がほぼないた

め、自転車もしくは親による送迎等に頼らざるを得ない状況にある 

 

 IR いしかわ鉄道の最終便は 0:21 着小松駅着（金沢駅→小松駅）で、路線バスの平日の最終便

は 19:11 発（安宅線、小松駅→安宅漁港） 

 19:11 以降、小松駅に到着しても路線バスで自宅へ帰ることができない 

 

 

 

小松駅 小松商業高校 

小松駅 ⇒ 希望ヶ丘 

希望ヶ丘 ⇒ 小松駅 

小松駅 ⇒ 市立高校前 

市立高校前 ⇒ 小松駅 



行政における窓口手続きが必要な主な施設とその内容 

施設名 主な必要手続き 

小松市役所  マイナンバーの交付・更新 

 出生届や児童手当認定・変更届 

 後期高齢者医療保険関連 

 障がい者手帳交付申請 

小松警察署  運転免許証の発行・更新 

南加賀保健 

福祉センター 

 医療費の公費負担（指定難病・小児慢性

特定疾病・肝炎治療等） 

 障がい者、ひとり親に関する相談 
 

関係団体や市民からの主な意見 

 現状では病院の外来の時
間に対応していないた
め、バスの本数増加と時
刻調整が必要（医療・福
祉事業者） 

 車椅子など体の不自由な
人が、外出しやすいサー
ビスを増やしてほしい
（85歳以上） 

※関係団体ヒアリング、 

市民アンケートより 

 タクシー等は大半がユニバーサルデザインの車両ではなく、乗降が困難となる方がいる 

 指定難病等の手続きが必要な施設（例．南加賀保健福祉センター）まで、最寄り停留所

から距離がある 

 市役所や南加賀保健福祉センター等、窓口での手続きを要する施設が乗り換えなくアク

セスすることができない 

 

主な観光施設の立地と路線バスのアクセス圏域（各バス停から 300m 圏域） 

 観光施設にバス路線が通っていない場所がある（日本自動車博物館、こまつドーム、安

宅海水浴場、ふれあい健康広場 等） 

 バス路線は近くまで通っているものの、バス停から観光施設までの距離が遠い箇所があ

る（那谷寺 等） 

ふれあい健康広場 

こまつドーム 

日本自動車博物館 

那谷寺 

安宅海水浴場 

公共交通でアクセスが
難しい施設 バス停 300m 圏 



高台かつバス停から遠い住宅地（上河田・八里台） 

 

高台かつバス停から遠い住宅地（西軽海） 

 

高台かつバス停から遠い住宅地（南陽町・おびし町） 

 

市民からの主な意見 

 自宅が高台の上にあるので、バス停まで

の距離が大変 

※住民ワークショップより 

年齢別のバス利用困難者(市民アンケート結果より分析) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高台の住宅に住む 75 歳以上の後期高齢者は、坂道を移動してバス停まで移動しないと

いけないため、公共交通にアクセス困難な状況も少なくない 

 年齢が高くなるほど、バス停まで距離がバス利用のネックになることが想定され、特に

85 歳以上になるとその傾向が顕著となる 

八里台 

上河田 

西軽海 

南陽町 

〈算出方法〉 

 市民アンケート

の「最寄りの停

留所までの所要

時間」に推定徒

歩速度（分速

50m）をかけ合

せ、「無理なく

歩ける距離」と

比較 

 無理なく歩ける

距離より長けれ

ば「困難」と判

定し、分析 

おびし町 



運行概要 

運行区域 
小松市内全域、能美市、加賀市 

※発地・着地いずれかが小松市内に限る 

曜日・時間 木・金・土、17：00～24：00 

運行形態 
ドア to ドア 

※タクシー不足の補完として実施 

予約方法 アプリ 又は コールセンター 

料金 

タクシー運賃の約８割 

※クレジット決済 又は PayPay のみ 

※電話予約の場合、車内で PayPay 払い 

使用車両 ドライバーの持込車両 
 

出発式の様子（２月 29 日） 

 利用実績 

（期間：令和６年２月 29 日～３月２日 、３月 16 日～17日、３月 22 日～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライバーの状況 

募集人材 

募集方法 

・一般公募及び市職員の副業 

・書類審査及び面接（市・運営委託者・運行管理者）によ

り委託契約 

・登録者数は 15 人（令和７年８月時点） 

報酬 ・運賃の 70％（市内タクシー事業者の率を参考に決定） 

手当 

・燃料費：15 円／km 

・夜間手当：500 円／回（22 時以降） 

・通信費：2,000 円／月（年間で月平均８日以上常務） 

・待機手当： 

 １日の従事時間が４時間以上７時間未満：2,000 円 

 １日の従事時間が７時間以上：4,000 円 
 

ドライバーの主な声 

・予約がない時の待機時間帯が苦痛 

・泥酔の方を乗せた際の対応が不安 

・ドライバー側のトレーニングは時間

をかけて実施してほしい 

・お客さんとの会話が楽しい 

 無料キャンペーン中は利用促進につながっているものの、キャンペーン終了後は利用が

減少傾向で、今年度は運行日ごとの利用者数は１～５人程度 

 飲食店や居酒屋の行き帰りでの利用が多く、利用者からは、運行日や運行時間を増やし

てほしいというニーズが高い 

期間：令和６年２月 29 日 

～令和７年 12 月 31 日 



南部乗合ライドシェア実証実験の概要 

実施 

背景 

 南部地区は、粟津駅を中心に商業施設等生活に必要な施設が集積 

 矢田野校下にはバス停が１カ所しかなく交通空白 

 令和７年３月の路線バス粟津線のダイヤ改正により大幅な減便 

 二種免許ドライバー（タクシーやバスなどの旅客運送）の不足 

目的 

 道路運送法第 78 条第２号の自家用有償旅客運送を乗合方式で実施し、地域住民や来訪者

の移動手段を確保し、交通空白解消を目指す 

※令和７年度 「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトを活用 

狙い 

①日中におけるライドシェア導入により小松市南部地区の移動手段を確保し、市民の日常生

活を支える 

②新たな地域交通の担い手を創出し、地域におけるドライバー不足の緩和に貢献する 

③乗合型交通による効率的な運行形態を検証し、持続可能な地域交通モデルの構築を目指す 

実験期間 
令和７年 11 月４日～令和８年１月 30 日（３か月間実施） 

※祝日、年末年始（12 月 29 日～１月２日）を除く 

運行日・

時間帯 

運行日 ：平日（月曜日～金曜日） 

時間帯 ：８時～17 時 ※予約受付は当日 16 時半まで 

運行 

エリア 
小松市南部エリア（符津・矢田野・粟津・那谷校下） 

 

利用状況（令和７年 11 月～令和８年１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間帯別利用状況（令和７年 11 月～令和８年１月） 

 

 

 

 

 

 

利用目的（利用者アンケートより） エリア外で行きたい箇所（利用者アンケートより） 

 実証開始当初から利用者は増加傾向にあり、12 月平均では利用件数、利用者数とも一

日あたり 10 名弱 

 通院・買い物が主な利用目的となっており、運行エリア外の市民病院、イオンモール新

小松、小松駅に行くニーズが高い 



登録者数（2022～2025） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

利用回数（2022～2025） 

 

 

 

 

 
サイクルポートの設置箇所と現在設置されていないエリア（赤点線） 

 

 登録者は、2023 年度の開始時と比較して 2025 年度は５倍程度に増加している 

 利用も増加しているが、2024 年度からは利用者の伸びは鈍化している 

 利用者からは、ポートの設置箇所として病院やスーパー等への設置要望がある 

向本折、 

今江、符津等 

苗代、 

蓮代寺等 

能美、東陵、 

第一等 

4～12 月 

利用者数 

2023 年度 5,515 回 
2024 年度 9,415 回 
2025 年度 10,582 回 

 

4～12 月 

登録者数 

2023 年度 5,288 人 
2024 年度 15,786 人 
2025 年度 26,108 人 



小松市における福祉有償運送の運行回数           福祉有償運送の車両例 

出典：小松市データ      出典：松寿園ホームページ 

福祉有償運送団体の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉有償運送車両の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※旧市町村運営有償運送における交通空白・福祉の合算 

出典：国土交通省 

 本市では令和４年度以降、福祉有償運送の運行回数は減少傾向にある 

 利用会員数に関しても昨年度と比較して大きく減少している（90～100 名弱減少） 

福祉タクシー助成券の交付状況           利用状況（タクシー会社への支払額） 

×

福祉タクシー助成券が利用できるタクシー会社（令和８年１月１日現在）

 

 タクシー助成券は年間 400 件弱の利用があり、１件あたり 5～6,000 円程度の利用 

 市内タクシー事業者のほか、福祉車両を保有する福祉・介護タクシー事業者で利用可能 
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バス利用者数(平成 21 年～令和６年) 

 
行政負担額(平成 21 年～令和６年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バス運行事業者、タクシー運行事業者等によるヒアリングでは、ドライバーの高齢化等

により将来的なドライバー不足が問題になる可能性について指摘する事業者は少なく

ない 

 ドライバーの平均年齢は事業者によりさまざまだが、50代半ばから 70 代となっている 

 

通勤・通学時の主な交通手段 

 
※市民アンケートより 

小松市内における運転免許返納件数 

（平成 25 年～令和２年） 
（件） 



スマートフォン、インターネットの利用状況 

※市民アンケートより 

小松市で活用可能な主なデジタル技術 

 グーグルマップにおける路線検索機能 

 バスロケーションシステム 

 

 

（３）課題の整理 

小松市の公共交通等における現状を踏まえ、課題を整理します。基本方針と現状とのギャップ

があるものについては、今後対策を講じる必要があると想定されるため、課題として整理します。 
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